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本
法
律
案
は
、
一
般
会
計
と
区
分
し
て
経
理
を
行
う
た
め
、
特
別
会
計
を
設
置
し
、
そ
の
目
的
、
管
理
及
び
経
理
に
つ
い
て

定
め
る
と
と
も
に
、
簡
素
で
効
率
的
な
政
府
を
実
現
す
る
た
め
の
行
政
改
革
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
行
政
改
革
推
進

法
」
と
い
う

）
を
踏
ま
え
、
特
別
会
計
の
廃
止
及
び
統
合
、
一
般
会
計
と
異
な
る
取
扱
い
の
整
理
、
企
業
会
計
の
慣
行
を
参

。

考
と
し
た
特
別
会
計
の
財
務
情
報
の
開
示
等
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
特
別
会
計
の
廃
止
及
び
統
合

行
政
改
革
推
進
法
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
特
別
会
計
の
廃
止
及
び
統
合
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
現
行
三
十
一
あ

る
特
別
会
計
を
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
に
十
七
と
す
る
。
ま
た
、
平
成
二
十
年
度
以
降
に
統
廃
合
が
予
定
さ
れ
て
い
る
特
別

会
計
に
つ
い
て
は
、
所
要
の
経
過
措
置
を
定
め
る
。

二
、
一
般
会
計
と
異
な
る
取
扱
い
の
整
理

剰
余
金
の
処
理
や
借
入
金
規
定
な
ど
の
一
般
会
計
と
異
な
る
取
扱
い
を
整
理
す
る
た
め
、
各
特
別
会
計
法
ご
と
に
個
々
に

定
め
ら
れ
て
い
た
会
計
手
続
を
横
断
的
に
見
直
し
、
第
一
章
総
則
に
各
特
別
会
計
に
共
通
す
る
規
定
を
定
め
、
第
二
章
各
節
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に
各
特
別
会
計
ご
と
の
目
的
、
管
理
及
び
経
理
に
つ
い
て
の
規
定
を
定
め
る
。

三
、
企
業
会
計
の
慣
行
を
参
考
と
し
た
特
別
会
計
の
財
務
情
報
の
開
示

資
産
及
び
負
債
の
状
況
そ
の
他
の
決
算
に
関
す
る
財
務
情
報
を
企
業
会
計
の
慣
行
を
参
考
と
し
て
作
成
、
開
示
す
る
こ
と

を
法
定
化
す
る
な
ど
、
特
別
会
計
に
係
る
情
報
開
示
を
進
め
る
た
め
の
規
定
に
つ
い
て
整
備
す
る
。

四
、
法
律
の
廃
止

現
行
の
三
十
一
特
別
会
計
法
及
び
国
庫
余
裕
金
の
繰
替
使
用
に
関
す
る
法
律
を
平
成
十
八
年
度
限
り
で
廃
止
す
る
。

五
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
二
十
年
度
以
降
に
統
合
す
る
特
別
会
計
に
お
け
る
統
合
に
関

す
る
規
定
を
除
き
、
平
成
十
九
年
度
予
算
か
ら
適
用
す
る
。


